
 

瀬戸市精神障害者医療費助成条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

平成２７年３月２７日 

瀬戸市長  増 岡 錦 也  

瀬戸市条例第１３号 

瀬戸市精神障害者医療費助成条例の一部を改正する条例  

瀬戸市精神障害者医療費助成条例（平成１５年瀬戸市条例第１６号）の

一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （定義）  （定義） 

第２条 この条例において「精神障害者」とは、

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和２５年法律第１２３号。以下「精神保健福祉

法」という。）第５条に規定する精神障害者を

いう。 

第２条 この条例において「精神障害者」とは、

次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

 ⑴ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第１２３号。以下「精神保

健福祉法」という。）第５条に規定する精神

障害者で、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号。以下「障害者総合支援法」と

いう。）第５８条の規定による自立支援医療

費の支給を受けている者（以下「通院者」と

いう。） 

 ⑵ 精神保健福祉法第５条に規定する精神障害

者で、入院して行われる医療を受けている者

（精神保健福祉法第２９条又は第２９条の２

の規定に基づき措置された者を除く。以下



 

「入院者」という。） 

 （受給資格者）  （受給資格者） 

第３条 この条例により医療費の助成を受けるこ

とができる資格（以下「受給資格」という。）

を有する者（以下「受給資格者」という。）

は、本市の区域内に住所を有する精神障害者で

あって、国民健康保険法（昭和３３年法律第１

９２号）若しくは高齢者の医療の確保に関する

法律（昭和５７年法律第８０号）による被保険

者又は規則に定める法令（以下「社会保険各

法」という。）による被保険者、組合員、加入

者若しくは被扶養者のうち次の各号のいずれか

に該当するものとする。 

第３条 この条例により医療費の助成を受けるこ

とができる資格（以下「受給資格」という。）

を有する者（以下「受給資格者」という。）

は、本市の区域内に住所を有する精神障害者で

あって、国民健康保険法（昭和３３年法律第１

９２号）若しくは高齢者の医療の確保に関する

法律（昭和５７年法律第８０号）による被保険

者又は規則に定める法令（以下「社会保険各

法」という。）による被保険者、組合員、加入

者若しくは被扶養者とする。 

⑴ 精神保健福祉法第４５条第２項に規定する

精神障害者保健福祉手帳（１級又は２級の障

害等級の記載がされているものに限る。）の

交付を受けており、かつ、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者

総合支援法」という。）第５４条第３項に規

定する自立支援医療受給者証（障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律施行令（平成１８年政令第１０号）第１

条の２第３号に規定する精神通院医療（以下

「精神通院医療」という。）に限る。）の交

付を受けている者 

 

⑵ 障害者総合支援法第５４条第３項に規定す

る自立支援医療受給者証（精神通院医療に限

る。）の交付を受けている者（前号に該当す

る者を除く。） 

 

⑶ 精神保健福祉法第４５条第２項に規定する

精神障害者保健福祉手帳（１級又は２級の障

害等級の記載がされているものに限る。）の

交付を受けている者（第１号に該当する者を

除く。） 

 



 

⑷ 入院して行われる医療を受けている者（精

神保健福祉法第２９条及び第２９条の２の規

定に基づき措置された者並びに第１号及び第

３号に該当する者を除く。） 

 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

４ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する者は、受給資格者としない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する者は、受給資格者としない。 

⑴から⑷まで ＜省略＞ ⑴から⑷まで ＜省略＞ 

⑸ 法令、他の地方公共団体の条例等の規定に

よりこの条例と同様の医療に関する給付を受

けることができる者 

 

（助成の範囲） （助成の範囲） 

第４条 市長は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める額を精神障害者医療費として

助成する。 

第４条 市長は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める額を精神障害者医療費として

助成する。 

⑴ 前条第１項第１号に該当する受給資格者  

受給資格者の疾病又は負傷について、国民

健康保険法又は社会保険各法の規定による

医療に関する給付が行われた場合（社会保

険各法による付加給付にあっては、当該給

付が行われる場合を含む。）において、当

該医療に要する費用の額から、当該医療に

係る国民健康保険法又は社会保険各法の規

定による医療に関する給付（社会保険各法

による付加給付にあっては、当該給付を含

む。）の額及び法令の規定による国又は地

方公共団体の負担による医療に関する給付

の額を控除した額（以下「医療保険自己負

担額」という。） 

⑴ 通院者 障害者総合支援法第５８条の規定

による自立支援医療費に関する自己負担金に

相当する額 

⑵ 前条第１項第２号に該当する受給資格者  

障害者総合支援法第５８条第１項の規定に

よる自立支援医療（精神通院医療に限

る。）を受けた場合における医療保険自己

負担額 

⑵ 入院者 



 

 ア 精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律施行令（昭和２５年政令第１５５

号）第６条第３項に規定する１級又は２

級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受

けている精神障害者 当該医療に要する

費用の額から、当該医療に係る国民健康

保険法又は社会保険各法の規定による医

療に関する給付（社会保険各法による付

加給付にあっては、当該給付を含む。）

の額及び法令の規定による国又は地方公

共団体の負担による医療に関する給付の

額を控除した額 

 イ アに掲げる以外の精神障害者 当該医

療（精神障害の医療に限る。以下この号

において同じ。）に要する費用の額か

ら、当該医療に係る国民健康保険法又は

社会保険各法の規定による医療に関する

給付（社会保険各法による付加給付にあ

っては、当該給付を含む。）の額及び法

令の規定による国又は地方公共団体の負

担による医療に関する給付の額を控除し

た額の８割に相当する額 

⑶ 前条第１項第３号に該当する受給資格者で

入院して行われる医療を受けている者（精神

保健福祉法第２９条及び第２９条の２の規定

に基づき措置された者を除く。） 医療保険

自己負担額（入院して行われる医療に限

る。） 

 

⑷ 前条第１項第４号に該当する受給資格者  

医療保険自己負担額（入院して行われる精

神障害の医療に限る。）の８割に相当する

額 

 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

（受給者証） （受給者証） 



 

第５条 市長は、第３条第１項第１号及び第２号

に規定する受給資格者に対し、規則の定めると

ころにより精神障害者医療費受給者証（以下

「受給者証」という。）を交付する。 

第５条 市長は、通院者に対し、規則の定めると

ころにより精神障害者医療費受給者証（以下

「受給者証」という。）を交付する。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

 （助成の方法） （助成の方法） 

第６条 第４条第１項第１号及び第２号に規定す

る精神障害者医療費の助成は、当該精神障害者

医療費を医療機関等に支払うことによって行

う。 

第６条 第４条第１項第１号に規定する精神障害

者医療費の助成は、当該精神障害者医療費を医

療機関等に支払うことによって行う。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 第４条第１項第３号及び第４号に規定する精

神障害者医療費の助成は、受給資格者に支払う

ことによって行う。 

３ 第４条第１項第２号に規定する精神障害者医

療費の助成は、受給資格者に支払うことによっ

て行う。 
  

附 則 

この条例は、平成２７年１０月１日から施行する。  

 


